
 第２７号議案 

 

 

亀岡市名誉市民の推挙について 

 

 次の者を亀岡市名誉市民に推挙したいので、亀岡市名誉市民条例

（昭和４０年亀岡市条例第１５号）第２条の規定により、議会の同

意を求める。 

 

   平成３０年１２月１４日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記 

 

１ 住   所  亀岡市大井町南金岐清水３５番地 

 

２ 氏   名  故  谷 口 義 久 

 

３ 生 年 月 日  昭和２年３月１１日 

 

４ 死亡年月日  平成２７年４月２日 

 

５ 事績の概要   昭和５４年１月から平成１１年１月まで５期

２０年の長きにわたり、亀岡市長として、常に

グローバルな視野に立って国際緑園文化都市、

生涯学習都市としての亀岡市の今日の躍進と活

力の礎を築いた。特に高度経済成長期とともに

速まる都市化に伴い、上下水道、基幹交通網、

教育施設整備等持ち前の卓越した知勇兼備たる

手腕により、都市機能の基盤整備を進め、市民 
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福祉の向上に著しく貢献した。 
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